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労働基準局所管に係る電子申請利用促進のための取組について

標記については､｢今後の行政改革の方針｣(平成 16年 12月 24日間議決定)及び

｢IT政策パッケージ-2005 -世界最先喝の IT国家の実現に向けて-｣(平成 17

年 2月 24日IT戦略本部決定)に基づき､年間申請件数 10万件以上の手続について､

電子申請利用促進に向けた取組を行 うこととされ､そのための行動計画を作成すること

とされたO

また､rIT新改革戦略 - いつでも､どこでも､誰でも ITの恩恵を実感できる社会

の実現 -｣(平成 18年 1月 19日 IT戦略本部決定)において､政府全体として､申

請届出手続における電子申請利用率を2010年度 (平成 22年度)までに50%以上

とすることが目標 とされ､今後､各府省の取組状況などの定期的な検証が行われること

とされたところである｡

このため､事業主等の利便性の向上及び事務効率化等の観点から､電子申請の積極的I
な利用促進に資するための ｢オンライン利用促進のための行動計画 (厚生労働省)｣(辛

成 18年 3月 29日厚生労働省情報政策会議決定)(以下 ｢行動計画 ｣ とい う｡)を策定

したところである｡
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行動計画において､本省労働基準局が所管する年間申請届出件数 10万件以上の手続

(21件)が電子申請利用促進対象とされており (別添 1)､また､行動計画は､平成2

0年度までの3ケ年計画であり､平成 20年度末までに電子申請利用率を20%以上と

するという目標達成に向けた具体的な措置内容を定めたものである｡

このため､本省においては､下記 1の七おり電子申請利用促進を図る取組を行 うこと

としている｡

ついては､貴職におかれても､下記 2により､電子申請利用促進を図るための周知 ･

広報等の取組につき､遺憾なきを期されたいと

なお､社団法人日本経済団体連合会ほか7団体の長あて､厚生労働事務次官から文書

(別添 2)により電子申請促進に係る周知等について協力依頼済みであることを申し添

える｡

記

･ _1 本省における電子申請利用促進に係る取組等

行動計画に基づき取り組むべき利用促進策について､以下の事項等について本省で

検討しているところであるが､各種電子証明書の開発後､システムの改修を簿ずる等

の措置が必要な対応もあることから､(1)～(4)の実施については､別途通知する｡

(1)添付書類の見直し

電子申請手続に際して添付を求めている書類等について､添付書類の省略 ･電子

化等必要な見直しを検討しているところである｡

(2)様式の見直し

平成 22年度末までの出来る限り早い時期に､-部様式について記入方法の説明

を分りやすい文言にする.とともに､事業主記載欄と職員記載欄の区分を明確にする

ことを検討中である｡

(3)電子申請システムの見直しによる事業主等の電子申請手続時の負担軽城等

平成 19年度中に厚生労働省の電子申請手続の窓口機能が e-Gov･(電子政府の総

合窓口 (インターネット上の行政ポータルサイ ト))に統合される予定であり､電子

申請手続の利用者の端末の多様化､仕様の公開及び電子申請手続の換作の共通化等

を実現し､事業主等の電子申請手続に係る負担を軽減させることとしているO

また､利用可能な電子証明葦の種類の拡大については､e-Goヤ -の連携に合わせ

て対応するべく準備中である｡

(4)インセンティブの検討

より一層の電子申請手続利用促進に資する目的から､事業主等利用対象者に対し

て意見を募集し､インセンティブの具体的な内容を把握することとしたところであ

り､別途指示するところにより､各都道府県労働局労働保険徴収主務課室及び各労

働基準監督署においてアンケ- トを実施すること｡
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(5_)電子申請に関する周知 ･広報

,厚生労働省ホームページにおいて､引き続き､電子申請手続の仕組､利用等につ

いて積極的に広報する｡

また､平成 18年度中に､本省統計情報部において電子申請手続に関する利用者

向けの手引書を作成することとされている｡

当該手引書その他利用者向けの情報についても厚生労働省ホームページにおいて

掲載する予定である｡

なお､電子申請利用者向けの一部 リーフレットについては､既に､厚生労働省ホ

ームページに掲載 しているO

(6)関係団体等の広報誌等を利用した周知 ･広報

関係団体等の広報誌等を利用し､電子申請手続の利用勧奨を行 う｡

2 都道府県労働局における電子申請利用促進に係る実施事項等

(1)■電子申請手続に関する周知 ･広報等

ア ホームページによる周知 ･広報

各都道府県労働局のホームページを活用し､電子申請手続が利用可能な各種手

続等について､周知 ･ 広報を行 うこと｡---

イ 事業主等に対する窓白におけるリーフレットによる周知等

各都道府県労働局､労働基準監督署の窓口での事業主等からの届出､相談時等

に､既に配付 している電子申請手続に係るリーフレットを活用すること等により､

可能な限り､利用勧奨を行 うこと｡

なお､平成 18年度より､労働保険適用徴収関係手続の うち年度更新について

は､社会保険労務士が提出代行等を行 う場合においては､事業主署名に代わる措

置 として電子署名のほか､認識番号 ･暗証番号 (ID･パスワー ド)･の入力による

ことも可能 としているところであり､引き続き､事業主等に対する周知に努める

こと｡

ウ 集団指導等の場における周知 ･広報等

各種集団指導､説明会等の場を利用し､電子申請手続に係るリーフレット等の

配布を行 うこと等により利用勧奨を行 うこと｡

エ 厚生労働省オンライン利用促進統一リーフレットを用いた利用勧奨等

各都道府県労働局労働保険徴収主務課室においては､平成 19年度年度更新関

係資料送付時に､別途送付することとしている厚生労働省オンライン利用促進統

一 リーフレット ｢社会保険や労働保険の手続は､電子申請で !｣(A4版 1枚)を

同封すること｡

また､行動計画においては､労働基準監督署､公共職業安定所及び地方社会保

険事務局所管の手続について､相互に利用勧奨することとしてお り､当該 リーフ

レットの残部は､職業安定部及び地方社会保険事務局と部数を調整の上､労働基

準監督署､公共職業安定所及び社会保険事務局等の窓口等において配布すること｡

(2)関係団体-の要請

l｢
-3 -



上記のとおり､厚生労働事務次官から関係団体-電子申請利用促進に係る要請を

行っており､各局におかれても､各部連携し､関係団体へ電子申請利用促進に係る

要請を行うこと｡
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